
施設基準届出に関する院内掲示（歯科） 

 

【管理歯科医師・歯科医師】 

・吉田雄一朗 

 

【診療日・診療時間】 

・月～土 

９：３０～１３：００、１３：００～１９：３０ 

 

・休診日 日曜、祝日 

 

当院は、厚生労働省の定める下記の施設基準に

適合し、地方厚生局へ届出を行い、保険診療を

実施しております。 

 

【届出施設基準】 

・歯科初診料の施設基準 

・歯科外来診療医療安全対策加算 



・歯科外来診療感染対策加算 

・明細書発行体制等加算 

・歯科治療時医療管理料（医管） 

・在宅患者歯科治療時医療管理料（在歯管） 

・歯科訪問診療料の施設基準（歯訪診） 

・歯科リハビリテーション料２（歯リハ２） 

・歯科技工士連携加算１（歯技連１） 

・歯科技工士連携加算２（歯技連２） 

・光学印象 

・CAD/CAM冠およびインレー（歯CAD） 

・補綴物維持管理料（補管） 

・酸素単価（酸単） 

 

医療安全、院内感染防止に十分配慮し、安心し

て診療を受けていただける体制を整えておりま

す。 

十三駅前歯科・矯正歯科 


